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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内の三次元空間から取得されたボリュームデータを格納するボリュームデータ記憶
部と、
　前記三次元空間に対して基準方向をユーザーにより定義するための基準方向定義手段と
、
　前記基準方向を基準としつつ観察方向をユーザーにより設定するための観察方向設定手
段と、
　前記ボリュームデータに基づいて、前記観察方向から見た対象組織を表す三次元超音波
画像を形成する三次元画像形成手段と、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記ボリュームデータの中から前記対象組織に相当する対象組織データを抽出する抽出
手段を含み、
　前記三次元画像形成手段は前記抽出された対象組織データに基づいて三次元超音波画像
を形成する、ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２記載の装置において、
　前記基準方向を定義する過程においては、前記対象組織及び周辺組織を含む組織全体を
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表す三次元超音波画像が表示され、
　前記対象組織を観察する過程においては、前記対象組織を表す三次元超音波画像が表示
される、ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１記載の装置において、
　前記基準方向定義手段は、正面とすべき三次元超音波画像が画面上に表示された場合に
前記基準方向を定義するためにユーザーによって操作される入力部を含む、ことを特徴と
する超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項４記載の装置において、
　前記入力部は、正面を基準としつつ複数の面を複数の観察方向として選択的に指定する
ための複数の入力器を有し、
　前記複数の入力器の中で特定の入力器が操作された場合に当該特定の入力器に対応する
特定の観察方向から見た対象組織の三次元超音波画像が表示される、ことを特徴とする超
音波診断装置。
【請求項６】
　請求項５記載の装置において、
　前記複数の入力器はタッチスクリーンパネル上の複数のボタンとして構成されたことを
特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波診断装置に関し、特に画像処理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体内三次元空間において超音波ビームを二次元走査すればボリュームデータを取得で
きる。そのボリュームデータに基づいて三次元超音波画像を形成することができる。三次
元超音波画像を通じて、例えば心臓、胎児、胆嚢等を立体的に観察することが可能である
。具体的には、近時、心腔（例えば左室の内部）を抽出し、その体積を演算したり、その
前提としてその三次元超音波画像を形成したりすることが行われている。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２０１９２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような三次元超音波診断を行う場合、データ取得時においてはプローブの当接　
部位や当接姿勢から、加えて解剖学的な知識から、三次元超音波画像からそこに表示され
ている組織についての観察方向（表示されている組織の向き）を比較的容易に認識できる
。しかし、常にそれを容易に認識できるとは限らない。例えば、体積計測時に三次元的に
抽出された特定組織を三次元超音波画像として表示した場合、その特定組織がどのような
向きで表示されているのか、あるいは、特定組織に対してどの方向から観察を行っている
のか、非常に分かり難くなる。特に、超音波検査技師によってボリュームデータが取得さ
れた上で、そのボリュームデータに基づいて医師が各種の計測を行うような場合、つまり
、超音波プローブの操作者と画像評価者とが異なるような場合、その問題は顕著となる。
上記特許文献１には、三次元ボディマーク及び三次元プローブマークによって当接部位及
び当接方向を模式的に示す技術が開示されているが、ボリュームデータの観察方向（投影
方向あるいは視線方向）はそのような情報から特定することはできない。視点の位置はユ
ーザーによって任意に可変できるためである。
【０００５】
　本発明の目的は、三次元超音波画像を観察する際における混乱を防止あるいは軽減する
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ことにある。
【０００６】
　本発明の目的は、対象組織の観察に先立って対象組織それ自体に観察用の座標系を与え
られるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、生体内の三次元空間から取得されたボリュームデータを格納するボリューム
データ記憶部と、前記三次元空間に対して基準方向をユーザーにより定義するための基準
方向定義手段と、前記基準方向を基準としつつ観察方向をユーザーにより設定するための
観察方向設定手段と、前記ボリュームデータに基づいて、前記観察方向から見た対象組織
を表す三次元超音波画像を形成する三次元画像形成手段と、を含むことを特徴とする超音
波診断装置に関する。
【０００８】
　上記構成によれば、対象組織を三次元超音波画像として表示するのに先立って、三次元
空間（つまり対象組織）に対して基準方向をユーザーによって定義することができる。例
えば、解剖学的見地、プローブ当接方向、その他に従って、対象組織について事前に正面
を定義することが可能となる。このような定義は、三次元空間の全体又は一部を三次元超
音波画像としてリアルタイム表示している段階においてなされ、あるいは、フリーズ後に
おいて三次元超音波画像を表示している段階においてなされる。三次元超音波画像ではな
く、断面画像、その他の画像を参照させながら、ユーザーによって基準方向を定義させる
ようにしてもよい。事前に基準方向を定義しておけば、対象組織を三次元超音波画像とし
て表示する段階において、基準方向を基準として観察方向を相対的に指定することができ
る。例えば、ある組織について事前に正面を定義しておけば（つまり観察用の座標系を定
義しておけば）、それを基準として、右側面、左側面、上面（平面）、下面（底面）、背
面、その他を観察方向として選択的に指定できるので、指定方向が正面との関係でいずれ
の向きであるかを直感的に認識できる。従来においては、このような機能が具備されてい
ないために対象組織についての表示視点を変更してしまうと、表示されている対象組織に
ついての上下左右（あるいは三次元超音波画像間の関係）がまったく分からなくなってし
まうという問題があったが、上記構成によればそのような問題を防止できる。
【０００９】
　望ましくは、前記ボリュームデータの中から前記対象組織に相当する対象組織データを
抽出する抽出手段を含み、前記三次元画像形成手段は前記抽出された対象組織データに基
づいて三次元超音波画像を形成する。抽出手段は、対象組織を周辺組織から分離抽出する
機能を具備する。その場合、マニュアルトレースあるいは自動トレースが行われてもよい
。
【００１０】
　望ましくは、前記基準方向を定義する過程においては、前記対象組織及び周辺組織を含
む組織全体を表す三次元超音波画像が表示され、前記対象組織を観察する過程においては
、前記対象組織を表す三次元超音波画像が表示される。組織全体を表示する場合には対象
組織の他に周辺組織も画像化されるために、解剖学的知識等に基づいて、組織全体がどの
ような方向から観察されているのかを把握し易い。よって、その段階で基準方向が事前に
指定される。一部組織だけを三次元超音波画像として表示する段階においても、基準方向
を基準として観察方向を指定できるので、表示したい組織あるいは表示されている組織に
ついての観察方向を直感的に認識できる。
【００１１】
　望ましくは、前記基準方向定義手段は、正面とすべき三次元超音波画像が画面上に表示
された場合に前記基準方向を定義するためにユーザーによって操作される入力部を含む。
入力部は、装置本体又は超音波探触子に設けられたスイッチのようなものによって構成し
てもよい。
【００１２】
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　望ましくは、前記入力部は、正面を基準としつつ複数の面を複数の観察方向として選択
的に指定するための複数の入力器を有し、前記複数の入力器の中で特定の入力器が操作さ
れた場合に当該特定の入力器に対応する特定の観察方向から見た対象組織の三次元超音波
画像が表示される。望ましくは、前記複数の入力器はタッチスクリーンパネル上の複数の
ボタンとして構成される。望ましくは、前記組織全体は左室であり、前記対象組織は左室
内腔である。例えば、駆出率を計測する場合に拡張末期及び収縮末期の左室内腔が抽出さ
れ、またそれらが画像化されるが、そのような場合に本発明に係る機能を利用可能である
。対象組織は胆嚢、腫瘍、胎盤、その他であってもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明によれば、三次元超音波画像を観察する際における混乱を
防止又は軽減できる。あるいは、本発明によれば、対象組織の観察に先立って対象組織そ
れ自体に観察用の座標系を与えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１５】
　図１には、本発明に係る超音波診断装置の全体構成がブロック図として示されている。
３Ｄプローブ１０は、ボリュームデータを取り込む超音波送受波器である。この３Ｄプロ
ーブ１０は体表面上に当接して用いられ、あるいは、体腔内に挿入して用いられるもので
ある。３Ｄプローブ１０は本実施形態において図示されていない２Ｄアレイ振動子を有し
ている。２Ｄアレイ振動子は複数の振動素子を二次元配列してなるものである。２Ｄアレ
イ振動子によって超音波ビームが形成され、超音波ビームは二次元的に走査される。これ
によって三次元データ取込空間（三次元空間）Ｖが形成される。２Ｄアレイ振動子に代え
て、１Ｄアレイ振動子を機械的に走査することによって三次元空間Ｖを形成することも可
能である。超音波ビームの電子走査方式としては、電子セクタ走査、電子リニア走査等が
知られている。
【００１６】
　三次元空間Ｖについて具体的に説明すると、超音波ビームＢを第１走査方向θ１に走査
すると、１枚の走査面が形成される。そして、その走査面を第２走査方向θ２に走査する
と、三次元空間Ｖが構成される。ちなみにｒは深さ方向である。図１において示される三
次元空間Ｖは二次元電子走査方式の適用によって構成されたものである。本実施形態にお
いて三次元空間Ｖは概略的に見て角錐形状を有している。もちろん、適用する電子走査方
式等によって三次元空間Ｖの形状が定められる。例えば、後述するように胆嚢の三次元画
像（三次元超音波画像）を表示する場合には、３Ｄプローブ１０が腹部に当接され、三次
元空間Ｖ内に胆嚢が含まれるように３Ｄプローブ１０の位置や姿勢がユーザーによって調
整される。
【００１７】
　送受信部１２は、送信ビームフォーマー及び受信ビームフォーマーとして機能する。送
信時において、送受信部１２から複数の送信信号が２Ｄアレイ振動子に供給される。これ
によって送信ビームが形成される。一方、受信時において、アレイ振動子から出力された
複数の受信信号が送受信部１２に入力され、複数の受信信号に対して整相加算処理が実行
される。これによって受信ビームに相当する整相加算後の受信信号（ビームデータ）が得
られる。その受信信号は３Ｄメモリ１４へ出力される。
【００１８】
　３Ｄメモリ１４は三次元空間Ｖから得られたボリュームデータを格納する三次元的な記
憶空間を有している。ボリュームデータは複数のフレーム（走査面）データによって構成
され、各フレームデータは複数のビームデータによって構成される。３Ｄメモリ１４への
書き込みに際して極座標系から直交座標系への座標変換が実行される。もちろん、３Ｄメ
モリ１４からのデータの読み出し時に座標変換を行うことも可能である。ちなみに、後述
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する三次元画像の形成処理等にあたっては、座標変換前のデータをそのまま用いて当該処
理を実行することも可能である。
【００１９】
　三次元画像形成部２０は、ボリュームデータの全部または一部に基づいて三次元画像を
形成するモジュールである。本実施形態においては、三次元画像処理法としてボリューム
でレンダリング法が採用されている。すなわち、ボリュームデータに対して任意の位置に
視点が設定され、そこから複数のレイ（視線）が設定され、各レイに沿ってボクセル演算
を順次実行することにより、当該レイに対応づけられた画素値が求められる。複数のレイ
について求められた複数の画素値により三次元画像が構成される。通常、視点は３Ｄプロ
ーブ１０における原点位置に定められるが、ユーザーによってそれを任意に変更すること
が可能である。
【００２０】
　抽出部１６は、三次元空間に含まれる対象組織を抽出するモジュールである。具体的に
は、ボリュームデータの中から、対象組織に相当するデータを抽出し、そのデータを三次
元画像形成部２０へ出力する。対象組織は、例えば胆嚢、左室内腔などである。対象組織
の抽出に当たっては必要に応じてマニュアルトレース法あるいはオートトレース法が適用
される。対象組織と周辺組織との間にエコーレベルの差があれば比較的容易に対象組織を
抽出することが可能である。エコー強度によらずに他の物理的な情報を用いて対象組織を
抽出することもできる。抽出されたデータが三次元画像形成部２０に送られると、三次元
画像形成部２０は対象組織についての三次元画像を形成する。
【００２１】
　断面画像形成部１８は、本実施形態においていわゆるトリプレーン画像を形成するモジ
ュールである。すなわち三次元空間に設定される直交三断面に対応する三つの断面画像が
断面画像形成部１８によって形成される。三つの断面は本実施形態においてユーザーによ
って指定された視点によって定義される座標系により定められ、各面は必要に応じてユー
ザーによって平行運動させることが可能である。断面画像形成部１８は３Ｄメモリ１４に
格納されたボリュームデータの内で指定された三つの断面に相当するデータを読み出し、
それらのデータに基づいてトリプレーン画像を形成する。その画像データは表示処理部２
２へ出力される。
【００２２】
　表示処理部２２は、画像合成機能、色付け処理機能等を有している。表示処理部２２に
よって第１表示器２４に表示する画像及び第２表示器２８に表示する画像が構成される。
【００２３】
　第１表示器２４は本実施形態においてメインディスプレイであり、それには例えばフラ
ットパネルディスプレイが用いられる。第２表示器２８にはタッチセンサ３０が備えられ
ており、それら全体としてタッチスクリーンユニット２６が構成されている。第２表示器
２８はサブディスプレイとして構成されており、それは例えば操作パネル上に設置される
。タッチスクリーンユニット２６によれば、画面上に表示された仮想的なボタンを触るだ
けで、所望の入力を装置に与えることが可能である。第１表示器２４と第２表示器２８と
に表示されるそれぞれの画像は表示処理部２２によって作成され、通常、第１表示器２４
には観察用の超音波画像が表示され、第２表示器２８には操作用または参照用の超音波画
像並びに操作画面が表示される。
【００２４】
　制御部３２は、図１に示される各構成の動作制御を行っている。制御部３２には記憶部
３４及び入力部３６が接続されている。入力部３６は本実施形態において操作パネルによ
って構成され、その操作パネルはトラックボールなどを有している。トラックボールを利
用して視点をユーザーによって任意に指定することが可能である。後に説明するように、
本実施形態においてはタッチスクリーンユニット２６を利用して対象組織についての観察
方向をワンタッチで指定することが可能である。
【００２５】
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　記憶部３４には各種のデータやプログラムが格納される。本実施形態においては、記憶
部３４にユーザーによって定義された基準方向を定義する座標情報が格納される。例えば
絶対的な座標系に対してユーザーにより基準方向が指定されると、新しく観察用の座標系
が定義されることになるが、それらの座標系の関係は記憶部３４に格納される。例えば、
三つの軸周りの座標系の回転角度（θx，θy，θz）が格納される。
【００２６】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、組織全体の超音波画像を表示させている段階にお
いてユーザーにより基準方向を定義することができ、その後、対象組織の超音波画像を表
示する際に基準方向を基準として観察方向を相対的に指定できるものである。これについ
て以下に詳述する。
【００２７】
　図２には、図１に示した３Ｄメモリ１４における記憶空間１００が示されている。この
記憶空間１００は図１に示された送受波空間としての三次元空間に相当するものである。
記憶空間１００は絶対座標系としてのＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向によって定義される。そ
のような座標系上において三次元画像を形成するための視点を任意にユーザー設定するこ
とが可能であるが、符号１０２は視点から原点Ｏを見た方向すなわち視線方向を表してい
る。組織全体について三次元超音波画像を表示させている段階で、視点を任意に変更し、
対象組織について正面とすべき視線方向が定められると、つまり、正面と言うべき三次元
超音波画像が画面上に表示された段階で、ユーザーによって所定の操作が行われる。本実
施形態においては図１に示したタッチスクリーンユニットへの所定の入力操作が行われる
。
【００２８】
　すると、その段階における視線方向が基準方向として登録されることになる。そして、
その基準方向を基準とした観察用の座標系が定義されることになる。ここでその座標系は
ｘ方向、ｙ方向及びｚ方向で定義される。例えば、そのような状態でトリプレーン画像を
表示させる場合、符号１０４，１０６，１０８で示される三つの断面に相当する三つの断
面画像が表示されることになる。すなわち組織全体あるいは対象組織を横切る互いに直交
する三つの断面が設定され、それらを表す断層画像が表示されることになる。
【００２９】
　本実施形態においては、このように基準方向が事前に設定された上で、対象組織の三次
元超音波画像を表示する段階において、基準方向を基準として観察方向をユーザーによっ
て相対的に指定することが可能である。例えば、基準方向から見た三次元画像を正面と定
義するならば、正面に対して右側面、左側面、上面、下面、背面といった各面を定義でき
、いずれかの面を指定することによりその面に相当する三次元画像を速やかに画面表示す
ることが可能である。
【００３０】
　このような動作について図３及び図４を用いて詳述する。図３には基準方向の登録過程
がフローチャートとして示されており、図４には対象組織の三次元超音波画像を表示する
段階における動作がフローチャートとして示されている。まず、図３のＳ１０１では、リ
アルタイム三次元表示モードにおいて、あるいはフリーズ後の三次元表示モードにおいて
、組織全体が三次元画像として表示される。この場合においては後に説明するように必要
に応じてトリプレーン画像も一緒に表示される。Ｓ１０２においては、ユーザーによって
トラックボールその他の入力デバイスを利用して画像化を行うための視点が任意に変更さ
れる。そして、正面と言うべき画像内容が表示された段階でユーザーによってそれが正面
（すなわち基準方向）であると登録される。そして、Ｓ１０３では基準方向を特定するた
めの座標情報が記憶部上に格納される。この場合においては、基準方向を定義する各軸周
りの回転角度情報が登録されるようにしてもよいし、２つの座標系の関係を表す変換情報
が格納されるようにしてもよい。なお、Ｓ１０２において、デフォルト状態の視点をその
まま正面であるとして登録するようにしてもよい。
【００３１】
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　以上のように、事前に基準方向すなわち正面の向きが設定されると、図４におけるＳ２
０１においては、設定された正面を基準として観察方向が相対的に指定される。例えば、
右側面等といった向きが指定される。すると、Ｓ２０２では、このように指定された観察
方向から見た組織部分すなわち抽出された対象組織の三次元画像が形成され、それと共に
トリプレーン画像も表示されることになる。ユーザーが自ら定めた正面を基準として各面
に相当する三次元画像を表示できるので、各画像間における関係を直感的に認識でき、従
来において生じていた混乱を防止または軽減することが可能である。ちなみに、Ｓ２０２
で観察方向が指定されると、当該方向に視点が設定され、上述した複数のレイが再設定さ
れ、上述したボリュームレンダリング法が各レイ毎に実施されることになる。Ｓ２０３で
はこの処理を続行するか否かが判断され、続行する場合には上述したＳ２０１以降の各工
程が繰り返し実行される。すなわち所望の面が指定され、当該面に対応する三次元画像が
表示されることになる。ちなみに、本実施形態においては抽出された対象組織の三次元画
像が表示されていたが、組織全体の三次元画像が上述同様の手法によって表示されるよう
にしてもよい。ただし、抽出された部分的な組織の三次元画像を表示する場合には特に空
間的な認識が困難となるので、そのような部分的な組織を三次元画像として表示する場合
に上記手法は特に有用なものである。
【００３２】
　図５には、図１に示した第２表示器２８上に表示される内容が例示されている。符号２
００は表示画面を表しており、その表示画面上にはトリプレーン画像２０２と三次元画像
２１２が表示される。更に操作画像２０４も表示される。トリプレーン画像２０２は第１
断面画像２０６，第２断面画像２０８及び第３断面画像２１０からなるものである。それ
ぞれの画像は直交関係にある３つの断面に相当するものである。三次元画像２１２は組織
全体についてのものあるいは一部組織についてのものである。基準方向を登録する段階に
おいては通常、組織全体の三次元画像が表示され、その後、部分組織としての対象組織が
三次元画像として表示されることになる。視点の変更を行えば、三次元画像２１２として
表示されている内容もそれに伴って変化する。
【００３３】
　操作画像２０４は本実施形態において複数の仮想的なボタンａ～ｇによって構成される
。ボタンａはセットボタンであり、組織全体の三次元画像を表示させている段階において
正面の向きを登録する際に入力操作されるものである。ボタンｂ～ｇはそれぞれ正面を基
準とした場合における各面を観察方向として指定するためのものである。具体的には正面
ボタンｂ、右側面ボタンｅ、左側面ボタンｆ、上面ボタンｃ、下面ボタンｄ及び背面ボタ
ンｇが用意されている。例えば正面ボタンｂを入力操作すれば、既に登録された基準方向
から見た三次元画像が表示されることになり、これと同様に左側面ボタンｆを押せば、当
該方向から見た三次元画像を直ちに表示することが可能である。その場合において、正面
に相当する画像から右側面へ相当する画像への切り替わりはユーザーによって直感的に認
識することが可能である。ちなみに、操作されているボタンは例えばハイライト表示され
る。図においてはボタンｃがハイライト表示されている。
【００３４】
　次に図６～図１１を用いて具体的な表示例について説明する。図６に示されるように、
デフォルト状態では、ある定められた視点から見た三次元超音波画像が表示され、またそ
れに対応する３つの切断面に相当するトリプレーン画像が表示される。ユーザーによって
トラックボール等を操作しながら視点を変更させると、それに伴って各画像の内容も変動
する。ある方向から見た超音波画像が正面としてふさわしい画像であると認識された場合
、画面上に存在するＳＥＴボタンを操作すると（図７参照）、その時の視点が登録され、
すなわち基準方向が正面として登録されることになる。
【００３５】
　すると、図８に示されるように、最初に正面から見た三次元超音波画像が表示され、そ
の座標系に従ったトリプレーン画像も同時に表示される。本実施形態においては抽出され
た胆嚢が対象組織として表示されている。
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　例えば、図９に示されるように、右側面ボタンを操作すると、胆嚢を右側面方向から見
た三次元超音波画像が表示され、それに対応するトリプレーン画像も表示されることにな
る。同様に、左側面ボタンを操作すれば、図１０に示されるような結果が得られる。更に
、背面ボタンを操作すれば、図１１に示されるような結果が得られる。
【００３７】
　以上のように、ユーザーが自ら指定した正面を基準として各面を選択するだけでそれに
対応する三次元超音波画像を速やかに表示させることができるので、画面内容の切り替え
に伴って、視点がどちらの方向へ運動したのかを直感的にかつ容易に認識することが可能
である。もちろん、基準方向を原点としてトラックボールを利用して観察方向を指定する
ようにしてもよいが、上記の実施形態によればタッチスクリーンへのタッチだけで瞬時に
所望の三次元超音波画像を表示させることができるので、すなわちジャンプ処理を適用で
きるので、各画像間の空間的な関係を認識しながら順次画像を切り替えて対象組織を観察
できるという利点がある。
【００３８】
　図５に示した操作画像は一例であって、基準方向を基準として観察方向を設定できる限
りにおいて各種の態様を採用することができる。本実施形態においては、サブディスプレ
イとしての第２表示器上において画像選択操作が行われ、選択された画像すなわち三次元
超音波画像はメインディスプレイとしての第１表示器上にも表示されている。第１表示器
には更にトリプレーン画像も一緒に表示させてもよい。あるいは、サブディスプレイには
操作画像だけを表示するようにしてもよい。更に観察方向の指定はタッチスクリーンを利
用せずに例えばキーボードを利用して実現するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の実施形態を示すブロック図である。
【図２】記憶空間と座標系を示す図である。
【図３】基準方向を登録する際の動作を説明するためのフローチャートである。
【図４】対象組織の三次元超音波画像を表示する際の動作を説明するためのフローチャー
トである。
【図５】操作画像を有する表示内容の一例を示す図である。
【図６】基準方向を登録する前の画像内容を示す図である。
【図７】基準方向を登録する時点の画像内容を示す図である。
【図８】正面ボタンが操作された場合における画像内容を示す図である。
【図９】右側面ボタンが操作された場合における画像内容を示す図である。
【図１０】左側面ボタンが操作された場合における画面内容を示す図である。
【図１１】背面ボタンが操作された場合における画像内容を示す図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　３Ｄプローブ、１２　送受信部、１４　３Ｄメモリ、１６　抽出部、１８　断面
画像形成部、２０　三次元画像形成部、２２　表示処理部、２４　第１表示器、２６　タ
ッチスクリーンユニット、２８　第２表示器、３０　タッチセンサ。
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